
南丹市教育委員会会議録

令和３年第６回定例会

（令和３年６月２８日）
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令和３年南丹市教育委員会第６回定例会会議録令和３年南丹市教育委員会第６回定例会会議録

１．日 時 令和３年６月２８日（月）

開会 午後２時４５分 閉会 午後４時０８分

２．場 所 京都丹波高原国定公園ビジターセンター ２階

ミーティングルーム

３．付議事件 別紙議事日程のとおり

４．招 集 者 教育長 木村 義二

５．出席委員 教育長 木村 義二

教育長職務代理者 髙屋 毅史

委 員 城戸 貴子

委 員 渕上 真奈美

委 員 前田 好久

６．欠席委員 なし

７．事 務 局 教育次長 山内 紀子

教育参事 平井 祐子

教育総務課長 柴田 裕子

学校教育課長 山田 真美

学校教育課参事 芦刈 毅

社会教育課長 浅田 妙子

８．傍 聴 人 なし

日程１日程１ 開会

教育長が令和３年南丹市教育委員会第６回定例会の開会を告げる。

日程２日程２ 会議録作成者の指名

教育長から会議録作成者に柴田教育総務課長を指名する。

日程３日程３ 会議録の承認
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日程４日程４ 報告事項

（１）緊急事態宣言解除後の南丹市の措置について

（事務局）

資料に基づき説明

（２）主な行事報告等

（教育次長）

■５月２５日、第１回「地域とともにある学校づくり」研修会

■５月２７日、南丹市議会 ６月議会開会（会期は６月２１日まで）

■６月８日、校園長会議

一点目、コロナ対応について

二点目、学力向上の取組について

三点目、人権教育について

四点目、ヤングケアラーについて

五点目、広報の徹底について

説示後、事務局各課から報告・連絡を行った。

■６月１１日、市立小中学校図書館教育主任会議

■６月１６日、道徳教育研修会

■６月２２日、ＩＣＴ公開授業（美山中学校１年）

■６月２３日、ＩＣＴ公開授業（殿田小学校２年）

（城戸委員）

ヤングケアラーについて詳しく説明願いたい。

（事務局）

家庭の中で両親が病気等の理由により、通常の手伝い以上に家事を行う子ど

もたちのことを言う。そのことにより学校の勉強ができない等の問題があり、

今議会の一般質問でも取り上げられた。

（城戸委員）

南丹市で実例があるのか。

（事務局）

改めて南丹市で調査をしたわけではないが、国で調査された。本人に意識が

なくそのような生活が当たり前だと思っている場合もあるので、教員も意識的

に気を付けて見ていく必要がある。

（高屋委員）

ヤングケアラーの対象年齢は。
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（事務局）

１８才以下とされているので、小学生、中学生、高校生が対象である。

（３）令和３年６月議会定例会における一般質問について

（事務局）

資料に基づき報告

（４）南丹市教育委員会の後援承諾について

（事務局）

資料に基づき報告

（高屋委員）

陸上教室が１４回実施とされているが、参加者は同じ人なのか。内容につい

て、種目や指導者が変わるのか。

（事務局）

南丹市の陸上競技協会が実施している。指導者は、教員を含めて４～５名で、

種目もいろいろある。参加者は小学生が中心で、今後、陸上競技を高めていこ

うとするものである。

日程５日程５ 議事

報告第２号 南丹市教育委員会規則等で定める様式における押印の取扱いの
特例に関する規則の制定について

（事務局）

上記について説明

（城戸委員）

訂正印も省略になるのか。

（事務局）

自筆であれば省略できる。学校教職員の関係は、府の改正を待っている状況

であるため、今後も押印を求められる場合がある。

（前田委員）

パソコンで書類を作成する場合もあると思うが、それも有効なのか。
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（事務局）

申請者本人が自署しない場合や本人が直接持参しない場合は、記名押印が必

要となる。

［採決］

報告第２号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

議案第２４号 南丹市社会体育施設条例施行規則の一部改正について

（事務局）

上記議案について説明

（高屋委員）

都市公園グラウンドについて、園部中学校は体育祭等のみ使用しているのか。

クラブ活動等の使用はどうか。使用の頻度は。

（事務局）

中学校は体育の授業で使っている。クラブ活動は、サッカー部や野球部は、

多目的グラウンドやスポーツ広場等の施設を使用している。テニス部は、学校

前のテニスコートを使用している。

（高屋委員）

サッカー部が使用している芝生の部分はどういう扱いか。

（事務局）

芝生の部分は公園の位置づけであり今回のグラウンドには含まれない。今回

改正したことにより、サッカー部も陸上競技場や多目的グラウンドを使うこと

としている。

（前田委員）

公布はいつするのか。

（事務局）

本日付けとなる。

［採決］

議案第２４号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

議案第２５号 「南丹市教育委員会事務の点検・評価の実施」に係る点検・評価ア
ドバイザーの選任について
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（事務局）

上記議案について説明

［採決］

議案第２５号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

日程６日程６ その他

（１）行事予定

（２）教育総務課から報告

（３）学校教育課から報告

（４）社会教育課から報告

（５）その他

（高屋委員）

地域とともにある学校づくり研修会の報告について、「文部科学省コミュニ

ティスクールのマイスター」とはどのような方か。

（事務局）

文部科学省の制度で、コミュニティスクール導入に携わった実績や知見を有

する方に対し、文部科学省が認めて「マイスター」として指定しているもの。

［次回定例会について］

（教育長）

次回の定例会の開催は、令和３年７月１２日（月）午後３時３０分からの予定と

する。

（午後４時０８分閉会）
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南丹市教育委員会会議規則第１８条第２項の規定により、ここに署名する。

令和 年 月 日

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 長

南丹市教育委員会教育長職務代理者

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

（会議録調製者）

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 次 長


